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聖籠町税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２８年１２月２６日 

                     聖籠町長   渡邊 廣吉 

聖籠町規則第２６号 

聖籠町税条例施行規則の一部を改正する規則 

聖籠町税条例施行規則（昭和４９年聖籠町規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

第７条第２項中「第４銀行」を「第四銀行」に改める。 

第１０条表中「第５号様式の２」の次に「、第５号様式の３」を加える。 

第１１条第１項表中 

「 

法第１５条第１項及び第

２項 

徴収猶予申請書 第１８号様式（その１） 

法第１５条第４項 徴収猶予期間延長申請書 第１８号様式

（その２） 

法第１５条の２第６項 徴収猶予（期間延長）申請に係る訂正等

要求通知書 第１８号様式（その３） 

  」 

を 

「 

法第１５条の２第１項及

び第２項 

徴収猶予申請書 第１８号様式（その１） 

法第１５条の２第３項 徴収猶予期間延長申請書 第１８号様式

（その２） 

法第１５条の２第７項 徴収猶予（期間延長）申請に係る訂正等

要求通知書 第１８号様式（その３） 

  」 

に改め、 

「 

法第１５条の６第３項 換価の猶予期間延長申請書 第２４号様

式（その２） 

  」 

を 

「 
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法第１５条の６の２第２

項 

換価の猶予期間延長申請書 第２４号様

式（その２） 

  」 

 

に改め 

「 

法第１５条の５第１項及

び法第１５条の６第１項 

換価の猶予通知書 第２５号様式（その

１） 

法第１５条の５の２第３

項及び法第１５条の６の

２第３項 

換価の猶予期間延長通知書 第２５号様

式（その２） 

  」 

を 

「 

法第１５条の５の２第３

項及び法第１５条の６の

２第３項 

換価の猶予通知書 第２５号様式（その

１） 

換価の猶予期間延長通知書 第２５号様

式（その２） 

  」 

に改め、 

「 

法第１６条の３第７項又

は第８項 

担保の解除通知書（第３４号様式） 

  」 

を 

「 

法第１６条の３第８項又

は第９項並びに第１６条

の４第４項又は第５項 

担保の解除通知書（第３４号様式） 

  」 

に改め 

「 

法第２０条の１０ 納税証明請求書 第４８号様式（その１

からその３） 

」 
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を 

「 

法第２０条の１０ 税務証明交付申請書 第４８号様式 

」 

に改め、同条第２項中「令第６条の８第３項」を「令第６条の８第４項」に改

める。 

 第１２条第１項中「法第３２１条の１１第３項」を「法第３２１条の１１第

４項」に改め、「法第４９６条第４項、」及び「若しくは第５６４条第４項」

を削り、同項表中 

「 

（／電気／ガス／鉱産／）税更正（決定）通知書 第５３号様式 

 

   」 

を 

「 

（鉱産）税更正（決定）通知書  第５３号様式 

」 

に改め、同条第２項中「法第３２１条の１１第３項」を「法第３２１条の１１

第４項」に改める。 

第１５条中「及び第７９条第２項」を「、第７８条第２項及び第１２６条の

３第２項」に改める。 

第１６条町民税・県民税の表中 

「 

条例第２５条の２ 町民税・県民税申告書 第５９号様式 

」 

を 

「 

 削除 第５９号様式 

」 

に改め、同条固定資産税の表中 

「 

条例附則第９条の３ 新築住宅 
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新築中高層対価建築住宅に係る固定遺産減額規定

の適用申告書 第６５号様式 

」 

を 

「 

条例附則第９条の３ 新築住宅 

新築中高層対価建築住宅に係る固定遺産減額規定

の適用申告書 第６５号様式 

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適

用申告書  第６５号様式の２ 

施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産

税減額規定の適用申告書 第６５号様式の３ 

」 

に改め、同条軽自動車税の表中 

「 

条例第７６条第１項 軽自動車税申告書 第７５号様式（その１、その

２） 

」 

を 

「 

  削除 第７５号様式 

」 

に改め、「条例第７８条」を「条例第７９条第２項」に改め、同条電気税（ガ

ス税）の表中 

「 

 電気税（ガス税） 

根拠規定 文書の様式 

条例第９０条第３項 電気税（ガス税）納入申告書 第８１号様式 

条例第９５条 電気税（ガス税）納税通知書 第８２号様式 

条例第９６条 自家発電施設届 第８３号様式 

条例第９７条 電気税（ガス税）申告書 第８４号様式 

条例第１００条 電気税（ガス税）非課税区分明細書 第８５号様式 

条例第１００条の２ 電気税（ガス税）税率区分明細書 第８６号様式 

」 

を 
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「 

電気税（ガス税） 

根拠規定 文書の様式 

 削除 第８１号様式 

 削除 第８２号様式 

 削除 第８３号様式 

 削除 第８４号様式 

 削除 第８５号様式 

 削除 第８６号様式 

」 

に改め、同条鉱産税の表中「条例第１０２条の２」を「条例９３条の２」に、

「条例第１０３条」を「条例９４条」に改める。 

第５号様式の２の次に次の様式を加える。 
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第９号様式及び第１０号様式中  

「               

                 記 

１ 「延滞金額」は、起算日から納付（納入）の日までの日数に応じ税額（１，

０００円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が２，０００円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）に年１４．６パーセ

ント（納期限の翌日から１月を経過する月までの期間については、年７．３

パーセント（当該期間のうち平成１２年１月１日以後の期間については、当

該期間の属する各年の前年の１１月３０日を経過する時における公定歩合に

年４パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たな

い場合は、当該公定歩合に年４パーセント割合を加算した割合））の割合を乗

じて計算した額です。 

２ 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の

保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債券及び無体財産権

等の取立並びに配当に関する費用で上記（ ）内の金額は、この文書作成の
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日までのものです。 

」を 

「 

記 

１ 「延滞金額」は、納期限の翌日から納付（納入）の日までの期間の日数に

応じ、当該金額（１，０００円未満の端数があるとき又はその全額が２，０

００円未満であるときは、その端数金額 または全額を切り捨てます。）に年

１４．６％（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、７．

３％）の割合（平成１２年１月１日から平成２５年１２月３１日までの期間

については、当該期間の属する各年の前年の１１月３０日を経過する時にお

ける日本銀行法第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基

準割引率に年４％の割合を加算した割合が７．３％の割合に満たない場合に

は、その年中においては、７．３％の割合にあっては、当該商業手形の基準

割引率に年４％の割合を加算した割合とします。平成２６年１月１日以後の

期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第９３条第

２項の規定により告示された割合に年１％の割合を加算した割合（以下「特

例基準割合」という。）が年７．３％の割合に満たない場合には、その年（以

下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６％の割合にあ

っては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に７．３％の割合を加

算した割合とし、７．３％の割合にあっては当該特例基準割合に年１％の割

合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３％の割合を超える場合には、

７．３％の割合）とします）を乗じて計算した金額です。この場合における

年あたりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当たりの

割合です。 

２ 地方税法第１５条の９の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金

については、同法附則第３条の２第３項により計算した額です。 

３ 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の

保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債券及び無体財産権

等の取立て並びに配当に関する費用で上記（ ）内の金額は、この通知書作

成の日までのものです。 
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」 

に改める。 

第１３号様式、第１４号様式、第１６号様式、第２８号様式、第３７号様式、

第３８号様式その１及び第３８号様式その２中 

「               

                 記 

１ 「延滞金額」は、起算日から納付（入）の日までの日数に応じ税額（１，

０００円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が２，０００円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）に年１４．６パーセ

ント（納期限の翌日から１月を経過する月までの期間については、年７．３

パーセント（当該期間のうち平成１２年１月１日以後の期間については、当

該期間の属する各年の前年の１１月３０日を経過する時における公定歩合に

年４パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たな

い場合は、当該公定歩合に年４パーセント割合を加算した割合））の割合を乗

じて計算した額です。 

２ 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の

保管、運搬、換価及び修理等、差押さえた有価証券、債券及び無体財産権等

の取立並びに配当に関する費用で上記（ ）内の金額は、この文書作成の日

までのものです。 

」を 

「 

記 

１ 「延滞金額」は、納期限の翌日から納付（納入）の日までの期間の日数に

応じ、当該金額（１，０００円未満の端数があるとき又はその全額が２，０

００円未満であるときは、その端数金額 または全額を切り捨てます。）に年

１４．６％（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、７．

３％）の割合（平成１２年１月１日から平成２５年１２月３１日までの期間

については、当該期間の属する各年の前年の１１月３０日を経過する時にお

ける日本銀行法第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基

準割引率に年４％の割合を加算した割合が７．３％の割合に満たない場合に
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は、その年中においては、７．３％の割合にあっては、当該商業手形の基準

割引率に年４％の割合を加算した割合とします。平成２６年１月１日以後の

期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第９３条第

２項の規定により告示された割合に年１％の割合を加算した割合（以下「特

例基準割合」という。）が年７．３％の割合に満たない場合には、その年（以

下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６％の割合にあ

っては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に７．３％の割合を加

算した割合とし、７．３％の割合にあっては当該特例基準割合に年１％の割

合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３％の割合を超える場合には、

７．３％の割合）とします）を乗じて計算した金額です。この場合における

年あたりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当たりの

割合です。 

２ 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の

保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債券及び無体財産権

等の取立て並びに配当に関する費用で上記（ ）内の金額は、この通知書作

成の日までのものです。 

」 

に改める。 

第１８号様式その１中 

「 

地方税法第１５条         の規定により 

」を 

「地方税法第１５条の２第  項の規定により」に改める。 

第１８号様式その２中「地方税法第１５条第４項」を「地方税法第１５条の

２第３項」に改める。 

第１８号様式その３中「地方税法第１５条の２第６項」を「地方税法第１５

条の２第７項」に改める。 

第２４号様式その２中「地方税法第１５条の６第３項において準用する同法

第１５条第４項」を「地方税法第１５条の６の２第２項」に改める。 

第２４号様式その３中「準用する同法第１５条の２第６項」を「準用する同

第１項 

第２項 
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法第１５条の２第７項」に改める。 

第２５号様式その１中 

「   

地方税法              の規定により      

                                」を 

「 

地方税法                  において準用す 

 

る同法第１５条の２の２第１項の規定により 

」

に改める。   

第４４号様式中 

「 

税      目 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

町県・固定・軽自・保険 

」を 

「 

税      目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

第１５条の５第１項 

第１５条の６第１項 

第１５条の５の２第３項 

第１５条の６の２第３項 
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 第４８号様式その１を次のように改め、同様式を第４８号様式とする。 
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第４８号様式その２及び第４８号様式その３を削る。 

第５１号様式を次のように改める。 
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第５２号様式中「上記金額のほか、申告納付すべきであった納期限の翌日か

ら納付の日までの期間（法人税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間から

控除された期間を除く。）に応じ、不足税額（１，０００円未満の端数がある

とき、又はその税額の全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てる。）に年１４．６パーセント（納期限の翌日から１月

を経過する日までの期間については、年７．３パーセント（当該期間のうち平

成１２年１月１日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年の１１

月３０日を経過する時における公定歩合に４パーセント割合を加算した割合））

の割合で計算した延滞金を加算して納付して下さい。」を「上記の不足税額に

延滞金を加算して納めてください。減額による還付の場合は、後日還付通知書

を送付します。」に改める。 

第５３号様式中「上記金額のほか、申告納付すべきであった納期限の翌日か

ら納付の日までの期間に応じ、不足税額（１，０００円未満の端数があるとき、

又はその税額の全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又はその

全額を切り捨てる。）に年１４．６パーセント（納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間については、年７．３パーセント（当該期間のうち平成１２

年１月１日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年の１１月３０

日を経過する時における公定歩合に４パーセント割合を加算した割合））の割

合で計算した延滞金を加算して納付して下さい。」を「上記の不足税額に延滞

金を加算して納めてください。減額による還付の場合は、後日還付通知書を送

付します。」に改める。 

第５６号様式の５中「第１４条第３項」を「第１４条第５項」に改める。 

第５９号様式を次のように改める。 

 

第５９号様式 削除 
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第６１号様式の２その１（裏面）を削り、第６１号様式の２その２を次のよ

うに改める。 

 

第６１号様式の４その３中「（大きさは、葉書大とする。）」を削る。 

第６４号様式その２を削る。 

第６４号様式その３を削る。 
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第６５号様式中「６５号様式」を「第６５号様式の１」に改め、同様式を第

６５号様式の１とし、同様式の次に次の２様式を加える。 
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第７５号様式その１及び第７５様式その２を次のように改める。 

 

第７５号様式 削除 

 

 

第８１号様式から第８６号様式までを次のように改める。 

 

第８１号様式 削除 

第８２号様式 削除 

第８３号様式 削除 

第８４号様式 削除 

第８５号様式 削除 

第８６号様式 削除 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第６１号の２その２を

改める規定については、平成２９年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の聖籠町税条例施行規則の規定によってなさ

れた手続又は提出中の書類は、それぞれ改正後の聖籠町税条例施行規則の規

定によってなした手続又は書類とみなす。 

３ この規則の施行の際、改正前の聖籠町税条例施行規則に規定する用紙で、

現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 

 


